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議案第３８号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

１ 国民健康保険税の税率については、不均一課税とし、３年以内に統一する。
２ 課税限度額、賦課期日、算定基礎、軽減基準額については、６市町村に相違

調 整 方 針
がないため、現行のとおりとする。
３ 納期については、合併時に統一する。

現 況 調整理由・課題

１ 国民健康保険の概要
１【調整理由】
・ ６市町村の現行税率に大きな項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
格差があるため、合併時に統一

(1)被保険者等 ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) 化を図ることによって、被保険
・一般 11,121人(58.8％) ・一般 1,174人(64.5％) ・一般 503人(55.5％) ・一般 3,370人(64.2％) ・一般 3,864人(65.3％) ・一般 2,709人(65.4％) 者に著しい混乱を生じることが
・退職 2,415人(12.8％) ・退職 185人(10.2％) ・退職 80人( 8.8％) ・退職 499人( 9.5％) ・退職 433人( 7.3％) ・退職 351人( 8.5％) 懸念されるため。
・老人 5,366人(28.4％) ・老人 460人(25.3％) ・老人 323人(35.7％) ・老人 1,382人(26.3％) ・老人 1,623人(27.4％) ・老人 1,082人(26.1％) ・ 不均一課税の期間内に財源不
・合計 18,902人 ・合計 1,819人 ・合計 906人 ・合計 5,251人 ・合計 5,920人 ・合計 4,142人 足を生じた場合は、県が設置す
○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 る国保広域化等支援基金の活用
・世帯(H14末) 55.4％ ・世帯(H14末) 62.5％ ・世帯(H14末) 64.24％ ・世帯(H14末) 61.32％ ・世帯(H14末) 65.6％ ・世帯(H14末) 57.43％ を図ることとする。
・被保険者(H14末) 40.1％ ・被保険者(H14末) 49.1％ ・被保険者(H14末) 42.5％ ・被保険者(H14末) 43.3％ ・被保険者(H14末) 47.8％ ・被保険者(H14末) 41.1％
・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ２【調整理由】
者数(H14平均) 2.04人 者数(H14平均) 1.82人 者数(H14平均) 2.42人 者数(H14平均) 2.33人 者数(H14平均) 2.59人 者数(H14平均) 2.51人 ・ 課税限度額等については、各

市町村間に相違がないことから
現行どおりとする。２ 国民健康保険税

３【調整理由】項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ ６市町村の納期に相違がある

(1)税率 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ため、合併時までに調整するも
所得割 8.4％ 所得割 7.6％ 所得割 5.5％ 所得割 6.2％ 所得割 6.8％ 所得割 5.7％ の。
資産割 27.0％ 資産割 36.0％ 資産割 55.0％ 資産割 55.0％ 資産割 51.0％ 資産割 49.0％ 【課題】
均等割 22,000円 均等割 16,800円 均等割 15,000円 均等割 15,400円 均等割 18,000円 均等割 17,000円 ・ 納期の調整にあたっては、収
平等割 21,500円 平等割 22,800円 平等割 18,000円 平等割 23,400円 平等割 23,000円 平等割 21,800円 納率に対する影響への配慮や住

・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 民に対する周知が必要となる。
所得割 1.7％ 所得割 0.8％ 所得割 0.4％ 所得割 0.6％ 所得割 0.7％ 所得割 0.5％ また、一般税の納期との調整も
資産割 6.1％ 資産割 3.0％ 資産割 4.0％ 資産割 4.0％ 資産割 5.0％ 資産割 3.0％ 必要となる。
均等割 6,000円 均等割 6,000円 均等割 6,000円 均等割 8,000円 均等割 5､000円 均等割 5,700円
平等割 4,000円 平等割 3,600円 平等割 4,000円 平等割 3,500円 平等割 5,000円 平等割 3,800円

(2)課税限度額 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円
【15年度】 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円

(3)賦課期日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日

(4)納期 ・年８回（7・8・9・10・ ・年１０回（4・5・6・7・ ・年１０回（6・7・8・9・ ・年８回（7・8・9・10・ ・年７回（7・8・9・10・ ・年８回(4・6・7・8・9・
） ） ） ） ）11・12・1・2月 8・9・10・11・12・1月 10・11・12・1・2・3月) 11・12・1・2月 11・12・1月 10・11・12月

(5)算定基礎 ・所得割 ・所得割 ・所得割 ・所得割 ・所得割 ・所得割
旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式

・資産割 ・資産割 ・資産割 ・資産割 ・資産割 ・資産割
固定資産税のうち土地 ・固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地

家屋分。共有資産につい 家屋に係る部分の額 家屋に係る部分の額 家屋に係る部分の額 家屋分。共有資産につい 家屋分。共有資産につい
ても賦課 ても賦課 ても賦課

(6)応能・応益 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分
割 応能割 60.8％ 応能割 60.4％ 応能割 60.6％ 応能割 63.1％ 応能割 65.0％ 応能割 61.2％

応益割 39.2％ 応益割 39.6％ 応益割 39.4％ 応益割 36.9％ 応益割 35.0％ 応益割 38.8％
・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分
応能割 58.6％ 応能割 42.4％ 応能割 37.4％ 応能割 39.1％ 応能割 50.9％ 応能割 52.3％
応益割 41.4％ 応益割 57.6％ 応益割 62.6％ 応益割 60.9％ 応益割 49.1％ 応益割 47.7％
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議案第３８号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

現 況 調整理由・課題

項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(7)賦課方法 ○医療分 ○医療分 ○医療分 ○医療分 ○医療分 ○医療分
・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式
・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額
１人当たり 77,455円 １人当たり 74,865円 １人当たり 58,615円 １人当たり 78,630円、 １人当たり 65,293円 １人当たり 70,441円
世帯当たり 157,867円 １世帯当たり137,867円 １世帯当たり 141,614円 １世帯当たり 183,172円 世帯当たり 166,232円 世帯当たり 177,129円

○介護分 ○介護分 ○介護分 ○介護分 ○介護分 ○介護分
・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式
・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額
１人当たり 19,043円 １人当たり 15,145円 １人当たり 13,559円 １人当たり 18,550円 １人当たり 18,808円 １人当たり 14,259円

＊調定額は決算ベース
＊１人当たりは年間平均被
保険者数で計算

(8)軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額
(応益割) ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円

・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円
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議案第３８号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

現 況 調整理由・課題

○国民健康保険税のモデルケース別の各市町村現行税額（平成１６年度予定）一覧表
モデルケース名 区分１区分２

税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円)
所得割 8.4 0 7.6 0 5.5 0 6.2 0 6.8 0 5.7 0

 ケース１ 資産割 27.0 0 36.0 0 55.0 0 55.0 0 51.0 0 49.0 0
医療分均等割 22,000 8,800 16,800 6,720 15,000 6,000 15,400 6,160 18,000 7,200 17,000 6,800

 所得３３万円以下 平等割 21,500 8,600 22,800 9,120 18,000 7,200 23,400 9,360 23,000 9,200 21,800 8,720
 資産なし 計 17,400 15,800 13,200 15,500 16,400 15,500
 単身世帯 所得割 1.7 0 0.8 0 0.4 0 0.6 0 0.7 0 0.5 0
 介護２号該当 資産割 6.1 0 3.0 0 4.0 0 4.0 0 5.0 0 3.0 0
 （６割軽減該当） 介護分均等割 6,000 2,400 6,000 2,400 6,000 2,400 8,000 3,200 5,000 2,000 5,700 2,280
 世帯構成比：28.5％ 平等割 4,000 1,600 3,600 1,440 4,000 1,600 3,500 1,400 5,000 2,000 3,800 1,520

計 4,000 3,800 4,000 4,600 4,000 3,800
所得割 8.4 86,520 7.6 78,280 5.5 56,650 6.2 63,860 6.8 70,040 5.7 58,710

 ケース２ 資産割 27.0 0 36.0 0 55.0 0 55.0 0 51.0 0 49.0 0
医療分均等割 22,000 88,000 16,800 67,200 15,000 60,000 15,400 61,600 18,000 72,000 17,000 68,000

 夫婦子供２人 平等割 21,500 21,500 22,800 22,800 18,000 18,000 23,400 23,400 23,000 23,000 21,800 21,800
 給与所得１３６万円 計 196,000 168,200 134,600 148,800 165,000 148,500
 資産なし 所得割 1.7 17,510 0.8 8,240 0.4 4,120 0.6 6,180 0.7 7,210 0.5 5,150
 介護２号該当１人 資産割 6.1 0 3.0 0 4.0 0 4.0 0 5.0 0 3.0 0

介護分均等割 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,700 5,700
 世帯構成比：8.1％ 平等割 4,000 4,000 3,600 3,600 4,000 4,000 3,500 3,500 5,000 5,000 3,800 3,800

計 27,500 17,800 14,100 17,600 17,200 14,600
所得割 8.4 140,280 7.6 126,920 5.5 91,850 6.2 103,540 6.8 113,560 5.7 95,190

 ケース３ 資産割 27.0 13,500 36.0 18,000 55.0 27,500 55.0 27,500 51.0 25,500 49.0 24,500
医療分均等割 22,000 88,000 16,800 67,200 15,000 60,000 15,400 61,600 18,000 72,000 17,000 68,000

 夫婦子供２人 平等割 21,500 21,500 22,800 22,800 18,000 18,000 23,400 23,400 23,000 23,000 21,800 21,800
 給与所得２00万円 計 263,200 234,900 197,300 216,000 234,000 209,400
 資産税５万円 所得割 1.7 28,390 0.8 13,360 0.4 6,680 0.6 10,020 0.7 11,690 0.5 8,350
 介護２号該当１人 資産割 6.1 3,050 3.0 1,500 4.0 2,000 4.0 2,000 5.0 2,500 3.0 1,500

介護分均等割 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,700 5,700
 世帯構成比：5.4％ 平等割 4,000 4,000 3,600 3,600 4,000 4,000 3,500 3,500 5,000 5,000 3,800 3,800

計 41,400 24,400 18,600 23,500 24,100 19,300
所得割 8.4 14,280 7.6 12,920 5.5 9,350 6.2 10,540 6.8 11,560 5.7 9,690

 ケース４ 資産割 27.0 27,000 36.0 36,000 55.0 55,000 55.0 55,000 51.0 51,000 49.0 49,000
医療分均等割 22,000 26,400 16,800 20,160 15,000 18,000 15,400 18,480 18,000 21,600 17,000 20,400

 夫婦２人 平等割 21,500 12,900 22,800 13,680 18,000 10,800 23,400 14,040 23,000 13,800 21,800 13,080
 年金所得５０万円 計 80,500 82,700 93,100 98,000 97,900 92,100
 資産税１０万円 所得割 1.7 2,890 0.8 1,360 0.4 680 0.6 1,020 0.7 1,190 0.5 850
 介護２号該当２人 資産割 6.1 6,100 3.0 3,000 4.0 4,000 4.0 4,000 5.0 5,000 3.0 3,000
 （４割軽減該当） 介護分均等割 6,000 7,200 6,000 7,200 6,000 7,200 8,000 9,600 5,000 6,000 5,700 6,840
 世帯構成比：5.1％ 平等割 4,000 2,400 3,600 2,160 4,000 2,400 3,500 2,100 5,000 3,000 3,800 2,280

計 18,500 13,700 14,200 16,700 15,100 12,900

渋　川　市 伊　香　保　町 小　野　上　村 子　持　村 赤　城　村 北　橘　村
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議案第３８号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

現 況 調整理由・課題

３ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

賦課方式は、田無市の例により「保険料」とす 保険税は、国民健康保険事業の健全で円滑な運
る。 営を確保することができる額にて統一を図る。
保険料率は、田無市の例による。ただし、合併 納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び督促手

特例法第10 条の規定を適用し、合併する年度はそ 数料、保険給付事業、疾病予防については、現行
れぞれ現行の税率及び料率を採用する。なお、新 のとおりとする。
市において国民健康保険運営委員会を設置するも 軽減割合は、７割軽減・５割軽減・２割軽減を
のとする。 適用することとする。
納期は、田無市の例による。ただし、合併する 納期は、保険税額を考慮し、適正な納期で統一

年度については、それぞれ旧市の例による。 を図る。
納期前納付報奨金は廃止で統一する。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

賦課方式については、所得割、平等割、均等割 国民健康保険税については、合併時に統一した
の３方式とする。 税率等を適用する。この場合、応益割合（均等割
保険税（介護保険の第２号被保険者の保険税を 額、平等割額）が、４５％以上５５％未満となる

含む）については、両市町の療養給付費等の支出 よう調整する。
を推計し、必要な負担額を算出した上で、新市に 平成１５年度の医療保険分については、１人当
おいて税率を定める。 たり保険税額が７７，０００円から７８，０００
賦課期日については、両市町に相違がないため 円となるよう調整する。ただし、所得金額、保険

現行のとおりとする。 給付費等の動向により再検討する。
納期については、８期とする。 平成１５年度の介護保険分については、１人当
滞納者に対する取扱いについては、国民健康保 たり保険税額が１５，０００円から１６，０００

険法による取扱いを行う。 円となるよう調整する。ただし、所得金額、介護
給付金等の動向により再検討する。
国民健康保険税は、国民健康保険事業の健全で

円滑な運営を確保するための適正な負担額となる
よう最高５年間で調整する。
賦課方式、軽減割合、課税限度額、賦課期日及

び納期については、現行のとおりとする。

【関係法令】

○群馬県国民健康保険広域化等支援基金条例（抜粋）
（設置）
第２条 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７５条の２の規定により、国
民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化（以下「広域化等」
という ）に資する事業に必要な費用に充てるため、群馬県国民健康保険広域化等支援。
基金（以下「基金」という ）を設置する。。
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議案第３８号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 給付事業

１ 出産育児一時金については、渋川市の例による。
２ 葬祭費は、６市町村に相違がないため、現行のとおりとする。

調 整 方 針 ３ 高額療養費貸付制度については、渋川市、小野上村、子持村、赤城村及び北
橘村の例により、出産費等資金貸付制度については、渋川市の例による。
また、新市においては、いずれも統合後の社会福祉協議会に事務委託する。

現 況 調整理由・課題

１ 相対的任意給付の状況
１【調整理由】
・ 出産育児一時金は、人口比率項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
の高い渋川市の支給額を引き下

(1)出産育児 ・１件３３万円 ・１件３０万円 ・１件３０万円 ・１件３０万円 ・１件３０万 ・１件３０万円 げることは、少子化対策推進の
一時金 ・８７件 ・５件 ・１件 ・２４件 ・２５件 ・１６件 観点から適当でないため。
【H14年度】

【課題】
(2)葬祭費 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・ 平成14年度の実績で、213万
【H14年度】 ・３１２件 ・２７件 ・１４件 ・７８件 ・８２件 ・４９件 円の経費増(71件×3万円)とな

る。

２ 高額医療費貸付制度等の状況
３【調整理由】
・ 高額医療費貸付制度は、伊香項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
保町を除く５市町村で実施し、

(1)高額療養費 ・(社)渋川市社会福祉協議 ・町独自制度なし ・(社)小野上村社会福祉協 ・(社)子持村社会福祉協議 ・(社)赤城村社会福祉協議 ・(社)北橘村社会福祉協議 出産費等資金貸付制度は、渋川
貸付制度 会に委託 議会に委託 会に委託 会に委託 会に委託 市のみで実施しているが、すで
【H14年度】 ・委託件数：２５件 ・委託件数：０件 ・委託件数：１件 ・委託件数：０件 ・委託件数：５件 に制度を導入している市町村の

例によることとする。
(2)出産費等資 ・渋川市社会福祉協議会に ・該当なし ・該当なし ・該当なし ・該当なし ・該当なし
金貸付制度 委託 【課題】
【H14年度】 ・委託件数：３件 ・ 合併後の課題として、受領委

任払い制度の導入など、制度の
あり方を検討する必要がある。

３ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

高額療養費資金貸付については、新市において
。 、 、も実施する なお 基金の額は15,000,000 円とし

貸付額は現行のとおりとする。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

、保険給付事業の一部負担金及び出産育児一時金 国民健康保険療養給付費一部負担金については
については、３町に相違がないため、現行どおり 現行のとおりとする。
新町に引き継ぎ、葬祭費については、４０，００ 出産育児一時金については、現行のとおりとす
０円とする。 る。

葬祭費については、５０，０００円とする。
高額療養費支払資金貸付事業については、高額

療養費支給金額の９割相当額まで貸付を行うもの
とする。
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議案第３８号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 保健事業

１ 国保直営診療所運営事業費については、当分の間存続するものとし、合併後
において、統廃合等の検討を行う。

２ ２４時間電話健康相談については、渋川市及び伊香保町の例により、継続し
調 整 方 針

て実施する。
３ 国保人間ドック検診費助成については、渋川市の例による。ただし、脳ドッ
クについては、３年に１回の助成とする。

現 況 調整理由・課題

１ 保健事業の状況
１【調整理由】
・ 国保直営診療所は、赤城村の項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
みに設置されているが、平成14

(1)国保直営 なし なし なし なし ・２箇所あり（南診療所、 なし 年度における南及び北診療所の
、 、診療所 北診療所） 合計年間診療件数は 6,830件

・北診療所はへき地診療所 延べ診療日数は、9,152日と実
の指定を受けている。 績があるため、当分の間、存続

・財政は、国保特別会計を するものとする （１日あたり。
、 、設置し、国補助金（特別 受診者数は 南診療所が約20人

調整交付金）及び一般会 北診療所が約12人となってい
計からの繰入金を財源と る ）。
している。

【課題】
(2)健康相談 ・電話健康相談 ・電話健康相談 ・健康相談 ・健康教室開催 ・該当なし ・該当なし ・ 一般会計からの繰入補てんが
【H14年度】 ２４時間態勢の電話によ ２４時間態勢の電話によ 月１回保健ｾﾝﾀｰにて実施 年間約７千万円に上るなどの経

る健康相談窓口の設置。 る健康相談窓口の設置。 費負担があり、渋川総合病院と
・相談件数：3,751件 ・相談件数：91件 の統廃合についても検討する必

（H14年5月より） 要がある。

(3)国保人間ﾄﾞｯ ・対象者 ・対象者 ・該当なし ・対象者 ・対象者 ・対象者
ｸ検診費助成 国保被保険者で、国保税 国保被保険者 （一般会計で実施） 国保被保険者 国保被保険者で国保税完 国保被保険者で国保税完 ２【調整理由】
【H14年度】 完納世帯 （保険税納付要件はなし） 納世帯 納世帯 ・ 現在、渋川市と伊香保町で国

・件数：２４１件 ・件数 ２３件 ・件数 １２０件 ・件数 ２９０件 ・件数１２０件 庫補助を受けて実施している
・日帰りのみ ・日帰り･１泊 ・日帰りのみ ・日帰りのみ ・日帰りのみ が、地域住民にも年々浸透して
・助成額 ・助成額 25,000円ただし ・本人負担額 12,000円 ・助成金 ・助成金 きており、住民に対する日頃の
検診費の２／３で2,5000 滞納者については助成額 検診費の10,000円を超 11.000円を超えた額（上 健康指導及び緊急時の対応等を
円を限度とする。ただ の一部を税に充当する。 えた額。ただし、25,000 限なし） 考慮すると、その必要性は大き
し、15年度において制度 円を限度とする。 いため。
を見直し、１泊ﾄﾞｯｸと脳
ﾄﾞｯｸを追加。 【課題】

・ 委託料は国保被保険者数に応
じて決められることから、経費
増につながる。当面は国庫補助２ 財政影響額
の対象となっているが、助成期

(1)健康相談委託料（２４時間電話健康相談） (2)国保人間ドック検診費助成額 間が切れた後は全額市町村負担
（合併後の電話分を、14年度被保険者数から推計） （単位：千円） （単位：円） となる （渋川市における助成。

期間は、平成14年度から平成18
項 目 渋 川 市 伊香保町 ４ 町 村 合 計 項 目 渋 川 市 伊香保町 小野上村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 合 計

年度までの５年間）
電話相談分 4,172 724 0 現 行 5,829,600 571,000 1,594,800 2,757,700 7,462,300 2,934,600 21,150,000

現 行 5,001
FAX相談分 105 0 0 合併後 （各市町村の総助成件数に受診割合から件数を求め、上限を乗じて得た額） 21,530,000 ３【調整理由】

・ 人間ドックは、医療費抑制の
電話相談分 6,858 影 響 額 380,000 観点から最も効果が期待できる

合併後 6,963 保健事業の一つであり、充実さ
FAX相談分 105 せていく必要があるため。

影 響 額 1,962 【課題】
・ 経費増につながる。指定医療

※当事業は、現在国庫補助の対象となっていることから、当面は市町村の負担はない。 機関の拡大等の検討が必要とな
（助成期間は、渋川市・伊香保町ともに平成１４年度から１８年度までの５年間 ） る。。
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議案第３８号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 保健事業

現 況 調整理由・課題

３ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

国民健康保険事業については、被保険者に対す 保健事業と健康教育については、現在実施して
、 。るサービスの均一化や負担の公平に留意し、速や いる町に準じて 新市においても行うこととする

かに統一するものとする。 ただし、実施内容については、統一を図る。
人間ドック補助は、新市においても実施する。

ただし、実施形態及び補助額等については、統一
を図る。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

保健事業については、現行どおり引き継ぎ、新 成人病予防健診料助成事業については、助成額
町において調整する。 を１件につき１０，０００円とし、年齢制限は設

けないものとする。
無受診世帯表彰にあっては、１世帯につき５，

０００円相当の記念品を進呈する。ただし、被保
険者の人数加算は、行わないものとする。
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議案第３８号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 福祉医療助成事業

１ 福祉医療助成事業については、現行のサービス水準をふまえ、合併時に調整
調 整 方 針 することとする。

現 況 調整理由・課題

１ 福祉医療助成事業の状況
１【調整理由】
・ 各市町村とも制度に相違があ項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
るが、福祉政策として、いずれ

助成事業 市費単独 町費単独 村費単独 村費単独 村費単独 村費単独 の項目についてもサービスを低
(単独事業) ・心身障害者 身障３級 ・乳幼児 7歳の年度末ま ・乳幼児 未就学児全診療 ・乳幼児 未就学児全診療 ・乳幼児 未就学児全診療 ・心身障害者 身障３級 下させることは適当でないため
【H14年度】 知的障害者療育手帳B で（小学1年）の全診療 ・精神法３２条適用者通院 ・精神法３２条適用者通院 ・乳幼児 ７歳未満児全診

（IQ７０以下） 療 【課題】
・乳幼児 未就学児全診療 ・母子･ 父子家庭 ・ 経費増につながる。
・母子･ 父子家庭 所得制限なし
所得税５万円未満

・精神法32条適用者通院
・助成総額：97,039千円 ・助成総額：3,498千円 ・助成総額：2,218千円 ・助成総額：12,510千円 ・助成総額：17,797千円 ・助成総額：20,696千円
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議案第３８号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】
○地方税法（抜粋） （所得控除）
（国民健康保険税） 第３１４条の２ 第１項省略

第７０３条の４ 国民健康保険を行う市町村（一部事務組合又は広域連合を設けて国民 ２ 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した
健康保険を行う場合においては、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
村）は、国民健康保険に要する費用（老人保健法 の規定による拠出金及び介護保険法 第３項～第１３項省略
の規定による納付金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険を行う一部事
務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連
合の国民健康保険に要する費用（老人保健法 の規定による拠出金及び介護保険法 の ○地方税法施行令（抜粋）
規定による納付金の納付に要する費用を含む の分賦金とする 次項において同じ （国民健康保険税の減額）。） 。 。）
に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課す 第５６条の８９ 法第７０３条の５第１項に規定する政令で定める金額は、国民健康保
ることができる。 険の被保険者一人について245,000円とする。

第２項～第４項省略 ２ 法第７０３条の５第１項に規定する基準は、次のとおりとする。
５ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち一般被保険者に係る基礎課税額 1．減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額（世帯別平等割額を課さない市町
は、前項の表の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、一般被保険者である世 村においては、被保険者均等割額）について行うこと。
帯主及びその世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険 2．減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税
者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ
退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世 それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。 イ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第

第６項～第１１項省略 314条の２第２項に規定する金額を超えない世帯
１２ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る基礎課 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める
税額は、当該市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての第四項の表 割合
の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその (1) 前年度又は当該年度における法第７０３条の４第４項の被保険者均等割総額

（ 、世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又 及び世帯別平等割総額の合算額 世帯別平等割額を課さない市町村においては
は世帯別平等割額の合算額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場 被保険者均等割総額）の一般被保険者（国民健康保険法（昭和33年法律第192
合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額）とする。 号）第８条の２に規定する被保険者以外の国民健康保険の被保険者をいう ）。

（ 「 」 。）第１３項～第１６項省略 に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合 以下 応益割合 という
１７ 第５項又は第１２項の基礎課税額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世 が100分の45以上100分の55未満の市町村
帯に属する場合には、第５項の基礎課税額と第１２項の基礎課税額との合算額）は、 10分の７
５３万円を超えることができない。 (2) 前年度及び当該年度における応益割合が100分の35未満の市町村

第１８項～第１９項省略 10分の５
２０ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項の (3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村
表の上欄に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ 介護納付金課税被保険者 国 10分の６、 （
民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの ロ イに掲げる世帯以外の世帯
をいう。以下同じ ）である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につ (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める。
き算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とす 割合
る。 (1) 前年度又は当該年度における応益割合が100分の45以上100分の55未満の

第２１項～第２５項省略 市町村
２６ 第２０項の介護納付金課税額は、80,000円を超えることができない。 10分の５
第２７項省略 (2) 前年度及び当該年度における応益割合が100分の35未満の市町村

10分の３
（国民健康保険税の減額） (3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村

第７０３条の５ 市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に 10分の４
属する国民健康保険の被保険者につき算定した第３１４条の２第１項に規定する総所 第３項～第５項省略
得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第３１３条第３項、第
４項又は第５項の規定を適用せず、また、所得税法第５７条第１項、第３項又は第４
項の規定の例によらないものとする。以下本条中山林所得金額の算定について同様と
する ）及び山林所得金額の合算額が、第３１４条の２第２項に規定する金額に当該世。
帯に属する国民健康保険の被保険者（当該納税義務者を除く ）の数に応じて政令で定。
める金額を加算した金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市
町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割
額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

第２項省略


